
組織的脅迫行為、 集団嫌がらせ、 つきまとい犯罪、

別名 「集団ストーカー犯罪」 の法整備を要求致します。

内閣府大臣官房総務課

一般日本国民に対し虐待行為とも言える、組織的脅迫行為である所謂 「集団ストーカー」

及びハイテク機器を使用した嫌がらせ行為を取り締まる法整備が成されていません。

速やかに多くの被害者がいる現実を国家として把握し、 法整備を強く要求致します。
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